
一般社団法人日本デフバドミントン協会 

監事監査規程 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本デフバドミントン協会（以下「本協会」という。）

における監事の監査に関する基本的な事項を定めたものであり、監事の監査は、法

令及び定款に定めるもののほかはこの規程による。 

 

（基本理念） 

第２条 監事は、本協会の機関として、理事と相互信頼のもとに、公正不偏の立場で監査を

行うことにより、本協会の健全な経営と社会的信頼の向上に努め、その社会的責任

の遂行に寄与するものとする。 

 

（職務） 

第３条 監事は、理事の職務の執行を監査し、理事の職務執行に適格性を欠く事実又はその

おそれのある事実若しくは著しく不当な事実を発見したときは、理事会に対し遅

滞なく報告しなければならない。 

 

（業務・財産調査権） 

第４条 監事は、いつでも、理事及び関係部門に対し事業の報告を求め、又は本協会の業務

及び財産の状況を調査することができる。 

 

（理事等の協力） 

第５条 監事が、前条の職務を遂行する場合は、理事又は関係部署の責任者はこれに協力す

るものとする。 

 

第２章 監査の実施 

（監査の種類） 

第６条 定期監査と随時監査とする。 

２ 定期監査は、本協会定款第８条に規定する毎事業年度終了後に行う監査とす

る。 

３ 随時監査は、監事会が必要と認めた事業（大会・合宿等）及び事項について随

時行うものとする。 

 

（実施方法） 

第７条 監事は、監査事項について、調査・閲覧・立会・報告の聴取等により監査を行うも
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のとする。 

 

（会議への出席） 

第８条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。 

２ 監事は、理事会以外の必要な会議に出席し、意見を述べることができる。 

 

第３章 監事の意見陳述等 

（理事会に対する報告・意見陳述義務） 

第９条 監事は、理事の職務の執行又はその他の者の業務上の行為が法令・定款に違反し、

若しくは違反するおそれがあるとき、又は著しく不当であると認めたときは、遅滞

なく理事会に報告しなければならない。 

２ 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、代表理事

に対し理事会の招集を請求し、又は自ら理事会を招集することができる。 

３ 監事は、業務の執行にあたり本協会の業務の適正な運営・合理化等又は本協会

の諸制度について意見を持つに至った時は、理事会に対し、意見を述べることがで

きる。 

 

（差止請求） 

第 10条 監事は、理事が本協会の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為を

し、またはこれらの行為をする恐れがある場合において、これにより本協会に著し

い損害を生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為の差止を請求する

ことができる。 

 

（理事の報告） 

第 11条 監事は、理事が本協会に著しい損害が発生するおそれのある事実を発見したとき

は、その事実の報告を受けるものとする。 

 

（会計方針等に関する意見） 

第 12条 監事は、理事が会計方針及び計算書類等の記載方法を変更する場合には、予め変

更の理由について報告するよう求めることができる。 

２ 監事は、会計方針及び計算書類等の記載方法について疑義があるときは、理

事に意見を述べることができる。 

 

（監事の任免・報酬に関する評議員会における意見陳述） 

第 13条 監事は、その選任・解任及び報酬について、評議員会において意見を述べること

ができる。 
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第４章 監査の報告 

（計算書類等の監査） 

第 14条 監事は、代表理事から事業報告及び計算書類並びにこれらの付属明細書を受領し、

これらの書類について監査事項を監査する。 

 

（監査報告書） 

第 15条 監事は、日常の監査を踏まえ、かつ前条の監査を経て、法令の規定に従い、監査

報告書を作成する。監事間に異なる意見がある場合には、それぞれの意見を記載

する。 

２ 前項の監査報告書には、作成年月日を付し、記名押印をするものとする。 

３ 監事は前項の監査報告書を、代表理事に提出する。 

 

第５章 補則 

（監事会の設置） 

第 16条 監事は、監査に関する重要な事項について、報告・協議又は決定するために監事

会を設置する。ただし、監事会の設置によって、監事の権限の行使を妨げること

はできない。 

２ 監事会は、監事全員をもって構成し、その開催、招集、協議内容、運営等に

関する事項については、この規程に定めのあるもののほかは監事会が別に定め

る監事会規則による。 

 

（規程・規則の変更） 

第 17条 この規程ならびに監事会規則の変更は、監事会における協議を経て、理事会の承

認を受けるものとする。 

 

附則 

この規程は２０１８年４月１日より施行する。 
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［監事会規則］ 

１．この規則は、監事監査規程第 17条第１項により定める。 

 

２．監事会は定例会年３回と臨時定例会を開催する。 

（１）定例会は５月(定期監査時)、１１月(中間監査時)、２月(打合せ会)とする 

（２）必要が生じたときは、臨時会を開催する。 

（３）６月の会議は１泊２日とし、他の会議は原則として１日とする。 

（４）日時・会場・内容等は、監事の代表が、代表理事と相談の上決定し、通知する。 

 

３．諸会議への出席 

（１）理事会には全員が出席する。 

（２）監査は全員が出席して行う。 

（３）運営会議は、原則として１名が順番に交代で出席する。出席者は会議の内容を必要に

応じて、他の監事に報告する。 

（４）その他の会議は、その都度相談の上出席者を決定する。 

 

４．監査について 

（１）業務関係理事の業務執行状況 

①法令の遵守状況 

②定款、内規、諸規程の整備及び遵守状況 

③会員及び会員の組織 

④理事の執行体制及び職務執行状況 

⑤理事会その他重要な諸会議の議決事項及び遵守状況 

⑥基本種類『定款』に定められている書類の管理・保存状況 

・事務局関係処務日誌、出張関係、備品関係、契約関係(スポンサー等)､委員会報告、

議事録、諸大会記録 

・大会(合宿・遠征)関係予算・決算書、報告書 

・競技力向上関係年間活動計画・報告書(予算・決算) 

⑦その他上記に含まれない項目 

（２）会計関係収入支出の妥当性 

①貸借対照表 

②基本財産の運用管理 

③収支決算書 

④預金・現金出納帳 

⑤必要な補助書類 

⑥その他上記に含まれない項目 
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５．随時監査について 

（１）任期４を１単位として一定の監査を行う。 

（２）国内大会は、日本ろう者バドミントン選手権大会、日本ろう者ランキングサーキット

大会。 

（３）国際大会（夏季デフリンピック競技大会・世界ろう者バドミントン選手権等）・遠征・

合宿についても、必要に応じ計画的に実施する。 

（４）出席者は必ず監査報告書(出張報告書とともに)を提出する。他の監事にも送付する。 

 

６．年間計画と予算の提出 

（１）監事会として、年間計画と予算を事務局に提出する。 

（２）旅費は、協会の旅費規程に準拠する。 

 

７．この規則の改正は監事会の協議を経て、理事会の承認を受けるものとする。 

 


